別表第１

訪問系サービス支給決定基準単位数

①居宅介護
（１）生活介護サービス利用者（※１）（単位：単位/月）
	区分１
	区分２
	区分３
	区分４
	区分５
	区分６
	介護保険（※２）
	障害児

	
	3,610
	5,310
	9,980
	15,980
	20,240
	
	8,970



（２）障害福祉サービス利用者（※３）（単位：単位/月）
	区分１
	区分２
	区分３
	区分４
	区分５
	区分６
	介護保険
（※２）
	障害児

	
	
	
	
	
	66,730
	33,370
	8,970



（３）上記以外の方（単位：単位/月）
	区分１
	区分２
	区分３
	区分４
	区分５
	区分６
	介護保険
（※２）
	障害児

	2,790
	3,610
	5,310
	9,980
	15,980
	22,990
	
	8,970



②重度訪問介護
（１）生活介護サービス利用者（※１）（単位：単位/月）
	区分１
	区分２
	区分３
	区分４
	区分５
	区分６
	介護保険
（※２）
	障害児

	
	
	
	14,550
	18,630
	25,740
	14,140
	区分適用



（２）障害福祉サービス利用者（※３）（単位：単位/月）
	区分１
	区分２
	区分３
	区分４
	区分５
	区分６
	介護保険
（※２）
	障害児

	
	
	
	
	
	66,730
	33,370
	区分適用



（３）上記以外の方（単位：単位/月）
	区分１
	区分２
	区分３
	区分４
	区分５
	区分６
	介護保険
（※２）
	障害児

	
	
	
	25,920
	32,500
	46,330
	[bookmark: _GoBack]14,140
	区分適用






③行動援護（１）生活介護サービス利用者（※１）（単位：単位/月）
	区分１
	区分２
	区分３
	区分４
	区分５
	区分６
	介護保険
（※２）
	障害児

	
	
	10,900
	14,180
	18,010
	21,700
	8,540
	　18,160



（２）障害福祉サービス利用者（※３）（単位：単位/月）
	区分１
	区分２
	区分３
	区分４
	区分５
	区分６
	介護保険
（※２）
	障害児

	
	
	
	
	
	66,730
	33,370
	　18,160



（３）上記以外の方（単位：単位/月）
	区分１
	区分２
	区分３
	区分４
	区分５
	区分６
	介護保険
（※２）
	障害児

	
	
	14,280
	19,240
	25,580
	33,240
	8,540
	　18,160



④重度障害者等包括支援
	区分１
	区分２
	区分３
	区分４
	区分５
	区分６
	介護保険
（※２）
	障害児

	
	
	
	
	
	84,070
	33,370
	区分適用



⑤同行援護（単位：時間/月）
	区分にかかわらず
	30



⑥短期入所
（１）通常の支給基準日数　７日
（２）介護者が疾患のある場合の支給基準日数　10日
（３）介護者の入院などの緊急の場合の支給基準日数　20日
※１　「生活介護サービス利用者」とは、生活介護、機能訓練、生活訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型（それぞれ通所による支援に限る。）を利用している者

※２　「介護保険」とは、65歳以上の者又は介護保険法第7条第3項第2号に掲げる者に該当する者

※３　「障害福祉サービス利用者」とは、障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第523号）別表介護給付費等単位数表第8の重度障害者等包括支援サービス費の注1に規定する利用者の心身の状態に相当する心身の状態にあるものであって、障害福祉サービス（療養介護、重度障害者等包括支援、施設入所支援及び共同生活援助）を利用する者
